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船舶事故調査報告書 

 

令和８年４月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄  

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和７年４月１６日 １４時１５分頃 

発生場所 長崎県対馬市上対馬琴埼
きんざき

北東方沖 

 琴港島防波堤東灯台から真方位０３２°２.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３５.０′ 東経１２９°２９.１′） 

事故の概要  漁船博
ひろ

丸は、南南西進中、また、漁船日の出丸は、船首を南南西方

に向けて漂泊中、両船が衝突した。 

 博丸は、左舷船首部に破口を生じ、また、日の出丸は、船長及び甲

板員が負傷し、右舷船尾部に破口を生じた。 

事故調査の経過  令和７年５月２０日、主管調査官（門司事務所）を指名した。 

後日、１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 博丸、４.６トン 

   ＮＳ３－８９３９６（漁船登録番号）、個人所有 

１０.７７ｍ（Lr）×２.９０ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関（船内機）、２２１kＷ（動力漁船登録票によ

る）、昭和５９年５月２６日 

Ｂ 漁船 日の出丸、２.１トン 

ＮＳ３－８７０２１（漁船登録番号）、個人所有 

７.８４ｍ（Lr）×２.０８ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関（船内機）、６６.２０kＷ、昭和６１年１月 

第２９０－６７５６３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ８４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１２年５月１９日 

免許証交付日 令和６年１２月２３日 

（令和１２年５月１８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ８５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年３月４日 

免許証交付日 令和６年１２月２３日 

（令和１２年１月３１日まで有効） 
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甲板員Ｂ ６３歳 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 ２人（船長Ｂ、甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に破口等 

Ｂ 右舷船尾部に破口等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、令和７年４月１６日０５時１０

分頃に上対馬町琴
きん

漁港を出航し、操業後、１２時００分頃に同町比
ひ

田
た

勝
かつ

港で水揚げし、１４時００分頃に琴漁港に向けて帰航を開始した。 

船長Ａは、琴漁港に向けて自動操舵の針路を設定する際、前路を目

視及び１.５Ｍレンジに設定したレーダーで確認して他船を認めず、

自動操舵として約１３ノットの対地速力でＡ船を南南西進させた。 

船長Ａは、向かい波によって船内に打ち込んだ海水が操舵室内に滴

り落ちてきたので、ぬれた航海計器（レーダー、魚群探知機、ＧＰＳ

プロッター）をタオルで拭いていたところ、１４時１５分頃、Ａ船と

漂泊中のＢ船とが衝突した。 

船長Ａは、衝突後、Ａ船及びＢ船の損傷状況を確認した際、船長Ｂ

から腰が痛いと聞いたが、Ａ船は、Ｂ船が投入していたパラシュート

型シーアンカー（以下「パラアンカー」という。）の引上げ索がプロ

ペラに絡んでいて、引上げ索を切断したものの、Ｂ船に近づくことが

できなかった。 

船長Ａは、家族に連絡して救援を依頼した。 

Ａ船は、Ｂ船がパラアンカーを切り離して自力航行で現場を離れた

後、来援した家族の小型船にえい
．．

航されて琴漁港に戻った。 

船長Ａは、入港後、所属する漁業協同組合担当者に本事故の発生を

通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、一本釣り漁の目的で、 

１３時００分頃に上対馬町五
ご

根
ね

緒
お

漁港を出航した。 

船長Ｂは、１３時３０分頃、琴漁港北東方沖でＢ船の船首を南南西

方に向け、パラアンカーを投入して機関を停止した。船長Ｂは右舷中

央部付近で、甲板員Ｂは左舷中央部付近でそれぞれ一本釣り漁を開始

した。 

船長Ｂは、右舷船尾方からＢ船に向かって航行してくるＡ船を認め

た際、Ｂ船に用事があって接近してくるものと思っていた。 

船長Ｂは、甲板員Ｂと共にＡ船を見ていたところ、Ａ船が減速する

ことなく接近してくるので、衝突の危険を感じて甲板員Ｂと共にＡ船

の方に向かって大声を上げた後、Ａ船との衝突を避けようと機関を始

動したが間に合わず、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

船長Ｂは、衝突後、自身と甲板員Ｂの負傷状況を確認してから、Ａ
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船及びＢ船の損傷状況並びにＡ船の乗組員が負傷していないことを確

認し、所属する漁業協同組合担当者に本事故の発生を通報した。同担

当者は、海上保安署に通報した。 

船長Ｂは、親族に救援を依頼し、来援した親族の小型船にパラアン

カーの揚収を依頼した後、Ｂ船を操船して五根緒漁港に戻った。 

船長Ｂ及び甲板員Ｂは、帰港後、自家用車で対馬市所在の病院に向

かい、船長Ｂが第９胸椎椎体骨折、甲板員Ｂが右肩腱
けん

板断裂と、それ

ぞれ診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ｂは、Ａ船が僚船であり、Ｂ船に用事があって近づいて来てい

るものと思っていたので、衝突の危険を感じた時にはモーターサイレ

ンで注意喚起する余裕がなかった。 

船長Ａ、船長Ｂ及び甲板員Ｂは、いずれも救命胴衣を着用してい

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、琴漁港北東方沖を航行中、船長Ａが、前路の見張りを適切

に行っていなかったことから、前路で漂泊中のＢ船に接近しているこ

とに気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、航海計器に海水がかかったことで、同計器内に海水が入

らないよう拭く作業に気を取られ、周囲の見張りがおろそかになって

いたものと考えられる。 

Ｂ船は、琴漁港北東方沖において、船首を南南西方に向けて漂泊し

て操業中、船長Ｂが、右舷船尾方からＢ船に向かって航行するＡ船を

認めていたものの、注意喚起することもなく、避航動作が遅れたこと

から、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、Ａ船が僚船であったことから、何か用事があってＢ船に

接近してくるものと臆断し、避航動作等が遅れたものと考えられる。 

原因 本事故は、琴漁港北東方沖において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が船

首を南南西方に向けて漂泊して操業中、船長Ａが前路の見張りを適切

に行っていなかったため、また、船長Ｂが、Ａ船がＢ船に用事があっ

て接近してくるものと臆断し、Ａ船に対する避航動作等が遅れたた

め、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、特定のことに意識を向け過ぎず、常時、周囲の

見張りを適切に行うこと。 

・船長は、漂泊中に自船に接近してくる他船を認めた場合、自船に
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気付いていると思い込まず、自船の存在を示すために注意喚起信

号を行い、十分余裕のある時機に機関を始動して移動する等の避

航措置を採ること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

比田勝港 

琴漁港 

長崎県対馬市 

琴港島防波堤東灯台 
事故発生場所 

（令和７年４月１６日 

１４時１５分頃発生） 

Ａ船 

Ｂ船 

五根緒漁港 


